
 

 

 

住民自治によるまちづくりの推進に関する提言 

 

 

（最終報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年１１月 

八代市住民自治推進検討委員会 



は じ め に 

 

八代市には、合併前の旧市町村（八代市・坂本村・千丁町・鏡町・東陽村・泉

村）ごとにそれぞれ合併特例法に基づく地域審議会が設置されています。その役

割には「住民自治に関する事項」の検討があり、八代市に求められる新たな住民

自治制度について審議・協議することになっています。そこで、その点を集中的

に議論するため、平成 18 年 2 月 17 日に各地域審議会のメンバー等からなる「八

代市住民自治推進検討委員会」が設置されました。 

  
この委員会ではまず、まちづくりの主体である住民と行政とが、それぞれの自

己責任と役割を認識して、相互に補完・協力しあう協働によるまちづくりを目指

すため、これまでの自治会活動の現状や課題等を分析して「協働のあり方」や「住

民自治を目指す仕組みづくり」等について検討を行いました。 
 
つぎに、いま、私たちが暮らしている八代市においては、住民自治の側面から

みて、どのような問題があるのかを検討して参りました。その結果、少子・高齢

化や核家族化の進展と住民の活動領域の拡大等により、地域自治のあり方に大き

な影響を与えていること、また、高齢者世帯や共働き世帯、単身世帯の増加等が

見られ、地域連帯感の喪失、地域活動に対する住民の無関心層の増大や担い手不

足といった問題に直面していることが分かりました。 
そのため、地域社会においては、福祉や環境活動の充実、青少年の健全育成、

さらには防犯防災活動の充実といった、地域住民にとって身近で重要な課題への

自治的対応も必要であり、それについても真摯に検討を重ねて参りました。 
 
そうした検討に基づき、本委員会は、本格化する地方分権の進展や厳しい市の

行財政運営のなかで、地域住民も自己決定と自己責任の原則に則り、住民自らが

地域の様々な課題に取り組み、自らの力で切り拓いていかなければならない面も

あること、そして、これからは、行政に頼るだけでなく、私たち住民が、地域の

安心・安全な社会環境づくりに邁進していかなければならないことを強く意識し、

ここに「住民自治によるまちづくりの推進に関する提言」をまとめました。 
 
本提言が、これからの八代市における住民自治の発展に寄与するとともに、そ

れが迅速かつ適切に、そして着実に実現されていくことを願ってやみません。 
 
 

八代市住民自治推進検討委員会  
委員長 荒木 昭次郎
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第 1章 基本理念                            

 本章では、基本的な考え方について、次のとおり示していきます。 

 

１ 提言の趣旨 

本格化する地方分権の推進や三位一体の改革により、これからの地方行政の運営は、

自治体自身が考え、実施し、責任を負う体制づくりが必要となってきています。併せ

て、地方財政の悪化や社会環境の変化等にも柔軟かつ持続的発展ができるよう経営方

針に基づいた大胆な行財政改革が求められています。 
 新市建設計画では、「住民自治によるまちづくりの推進」を掲げ、住民サービスを

すべて行政が担うというこれまでの意識を変えて、地域の構成員である住民、企業と

行政、さらには今後新たな主体として期待されるＮＰＯ等が、それぞれの得意分野で

力を発揮し、役割を分担して、暮らしの豊かさを実感できる地域の創造を協働で行っ

ていく必要性が示してあります。 

そのため、地域と行政がパートナーとして協働、協調していく「“創生”輝く新都 

八代」を目指し、住民に身近な課題やルールを住民自らが決定するという協働のシス

テムづくりの方向性について提言するものです。 

 

２ 目指す基本方向 

今日の社会情勢を考えると、地域住民の協力体制の強化とともに、住民と行政の役

割分担を明確にし、お互い認め合う真のパートナーシップを築いていくことが大切で

す。 

それには、住民自治の観点に立ち、「住民ができることは住民で行い、地域ででき

ることは地域で行い、それでもできないことは行政が担う」という、それぞれが補完

しあう考え方が重要となります。 

 

 

【住民と行政の役割分担】 

 

住民が主体的かつ自

立的に活動する領域 

 

住民が主導し行政が

必要な支援をする領

域 

 

住民と行政が協働で

立案・実行する領域 

 

 

 

行政が主導し住民に

委嘱する住民参加方

式による領域 

 

 

 

行政が執行者として

責任をもって行う領

域 

住民主体      住民＞行政      住民≒行政      住民＜行政       行政主体 
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第 2章 コミュニティの現状と課題                 

 本章では、コミュニティの現状分析とどういう問題があるのかについて、述べてい

きます。 

 
１ 地域社会を取り巻く環境の変化 

環境問題や青少年育成、少子・高齢化社会の問題等に加え、住民の生活様式や価値

観の変化、交通機関・情報手段の発達による生活圏域の拡大によって、地域の抱える

課題は、多様化・複雑化してきています。 

一方、最近では景気の好調が叫ばれていますが、大都市を中心とした好景気であり、

依然として地方を取り巻く景気回復の目処は立っておらず、税収の伸び悩み、さらに

は地方交付税の大幅な減額が見込まれ、財源を市税のほか地方交付税に依存している

八代市では、厳しい財政運営を強いられることが予想されています。 

八代市では、平成１７年８月１日に合併を成し遂げ、スケールメリットを活かし、

さらに自主的な改革が進められていますが、住民サービスの提供を行政だけに頼るこ

とには、限界がきていることも否めず、今後は住民と行政が協働でまちづくりを行っ

ていくということが必要だと考えます。 

 
２ 地域社会への関心の高まり 

 近年、週休二日制が定着し、長寿化に伴う退職後の余生など、個人の自由・余暇時

間の拡大に伴い、全国的に住民の自主的な社会貢献活動への参加意欲が高まっていま

す。八代市でもボランティア団体等は増加の傾向にあり、ボランティアへの参加意欲

がうかがえます。 
これは、平成７年の阪神淡路大震災におけるボランティアの活躍によって人々の関

心が高まったこともひとつの要因と言えます。また、経験豊かで時間に余裕がある人

材が地域に増え、地域に活動の場を求めていることや、住民の社会貢献活動に対する

意欲が高まっていることが考えられます。 
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３ 地域の安心と安全の確保 

超高齢社会の到来や大規模災害の発生、増加する事故・犯罪等は、一部の地域だけ

の問題ではなく、すでに広域化しており、既存の自治会単位での問題解決は難しい状

況にあります。 

地域の安心と安全には、警察など、行政だけで対応することは難しく、地域の力と

いうものが欠かせません。 

そのことから、安心・安全な地域づくりを目指していくためには、いくつかの自治

会やＮＰＯ・ボランティア団体、企業等と行政が連携しながら、より広い範囲での住

民自治組織を作っていく必要があります。 

 
４ 自治会の現状 

八代市における最小単位のコミュニティ組織は、自治会です。 

自治会では、地域の日常生活における身近な問題の解決、会員相互の親睦、地域福

祉の促進など様々な活動を自主的に行っています。 

自治会は、どのように社会が変化しようとも存在し続けるというのが自治会の性格

であり、互いに支えあい、住みよいまちづくりを担う自立した地縁団体です。 

急激に進む社会環境の変化に、地域で活動を行っている自治会の役割は、大変重要

と考えています。 
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資料：自治会活動に関するアンケート調査（平成 18年 3月回答率 80% 複数回答） 
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５ 自治会の課題 

自治会の現行組織の維持に関わる課題として、住民意識の多様化や連帯・自治意識

の低下が言われている中で、役員のなり手不足や高齢化、参加者減、活動費不足が見

られます。 

また、比較的人口が集中する地域では、自治会加入率の低下傾向が見られます。 

新たな住民自治組織に求められる課題として、分権社会への対応や少子・高齢化問

題、また大規模災害の発生時や広域化する事故・犯罪への対応上の問題などが考えら

れます。 
そのため、自治会単位だけでの解決を考えるのではなく、より広い地域と手を取り

合っていかなければなりません。さらにＮＰＯ・ボランティア団体、企業等や行政と

の連携を図りながら、地域の課題や問題点などに取り組んでいく環境の整備づくりが

必要となります。 
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６ 自治会長と市政協力員制度 

住民意識の多様化や社会環境の変化等により、自治会の自主的な業務も多種多様化

しています。また、自治会の長は、さまざまな地域組織の役員も兼務しており、多忙

な地域活動を行っています。 

八代市では、住民の福祉を増進し、市政の円滑な運営を図る目的から、自治会の長

が非常勤特別職｢市政協力員｣として委嘱されています。市政協力員は、行政事務の補

助的な業務をはじめ、広報紙の配布や環境美化活動に関する事務等を担い、住民と行

政の重要なパイプ役として各種施策の協力など市政の円滑な運営に寄与しています。 

今日の社会環境の変化や分権社会等を考えると、地域住民の協力体制の強化を図る

とともに、自治会長と市政協力員の役割を明確にしていく必要があります。 

今後は、真のパートナーシップを確立していくために、新たな住民自治組織と行政

との連携体制を模索していかなければなりません。 
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資料：自治会活動に関するアンケート調査（平成 18年 3月回答率 80% 複数回答） 
 

■自治会長と市政協力員の相違点 
 自治会長 市政協力員 

任期等 自治会規則による 
２年（再任可） 
非常勤特別職（八代市市政協力員設置規程） 
町内会長・区長等を市長が委嘱 

業 務 

■地域環境整備活動 
地域福祉活動、防犯、防災活動、青少年育成、交通安

全、環境美化活動等 
■親睦活動 
スポーツ、レクレーション、地域の祭り等 
■施設管理活動 
自治公民館の管理、防犯灯の管理、公園の管理等 

①通達事項の徹底及び住民との連絡事務 
②各種証明及び簡易な調査報告事務 
③市報等の配布 
④世帯票の整理 
⑤住民実態調査の協力 
⑥その他、市長において特に依頼する事務 

報 酬 自治会規則による 月 額：均等割 15,000円 
   ：世帯割 70円 
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７ 急がれる防災組織の確立 

 大規模な災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため防災関係機関・団体は、

総力をあげて災害応急活動に取り組んでいます。しかし、地震などによる災害では、

同時に多発する火災をはじめ、道路の寸断や建物の倒壊、断水や電力供給のストップ

など、あらゆる災害が同時かつ広範囲に発生するものと思われ、消防や警察、市役所

などの公共機関の対応にも限界があると考えられます。 
特に、八代市では「布田川・日奈久断層による地震」「大雨洪水による球磨川等の

河川堤防の決壊」「高潮被害」「山間地における土砂災害」等が想定され、防災に対す

る危機意識を早急に高めて行かなければなりません。 
住民が、自主的・組織的に消火、救出、救護などの防災活動を行うことで地域の人

命救助や財産保護などに大きな力となり、災害による被害を最小限に抑えることがで

きます。 

 また、災害時に大勢の人が避難所に集まって避難生活をするときや、共同で防災訓

練をするときなど、自治会等の組織がいくつか連合すると、もっと強力な活動ができ

ることが考えられます。通常、公民館や学校等の公共施設を避難所として活用するこ

とから、それらの施設を中心としたエリアにおける防災組織を確立することも検討材

料の一つと言えます。 

 

【南九州の主な活断層】 
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第３章 住民主体の取り組みに向けて                

 第 2章で掘り起こした課題に対する基本的な取り組みについて述べていきます。 
 
１ 協働のあり方 

（１）協働とは 

協働とは、目的ではなく、目標を達成するための手段です。 
それには、様々な役割分担や形態等があり、大きく３つのパターンが考えられま

す。 
■民民協働：住民と住民の協働（自治会と NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体の協働、自治会と企業の協働等） 
■公民協働：行政と住民の協働（行政と自治会の協働、行政と NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体の協働等） 

■公公協働：行政と行政の協働（○○課と△△課等の協働、市と国･県の協働等） 

 
協働によるまちづくりを目指して行くには、それぞれ果たすべき役割と責任を自

覚し、相互に補完し、協力し合う関係が必要です。 
また、それぞれの関係が異なるため、お互いの立場の違いを理解し、対等な立場

で話しあう姿勢を持つことが重要です。 
 
（２）信頼関係の構築 

  住民と行政とが協働の関係を築いていくには、お互いが信頼関係を結ばなければ

なりません。信頼関係を構築することによって、大きな原動力を生み出し、多種多

様な公共的課題の解決が期待できます。 
 

（３）協働における新たな公共 

  協働は、住民と行政とが課題を解決するための手段であり、公共の空間を住民と

行政とで担っていくものです。これまで公共サービスの提供は、行政が行うものと

いう前提で、実施の判断は行政自身が行っていました。しかし、これからは、行政

だけが当然のように「公」を担うのではなく、私たち住民も「自分たちのまちは自

分たち自身でつくっていく」という認識の下、公共空間の担い手として、意識を持

たなければなりません。 
特に八代市の場合は、広範囲の市町村合併を行っているため、それぞれの地域特

性が異なっています。そのため、行政は一律の施策を展開するのではなく、地域特

性を理解し、必要に応じた支援策や住民との協働で取り組みやすい環境整備に、取

り組むべきです。 
 

（４）基本原則 

 住民と行政が協働の関係を築いていく上で必要な基本原則を次のとおりとしま

す。 
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■求同存異の原則 

   共通認識を高めながら、異なる意見を互いに尊重し、協働作業を進めること。 

  ■補完性の原則 

   住民ができることは住民で行い、地域でできることは地域で行い、それでも

できないことは、行政が担うという補完性の原則の考え方にたって協働を進

めること。 

   ■情報共有の原則 

それぞれが積極的に情報を提供し、情報の共有や透明性の確保に努めること。 

■対等性の原則 

   お互いが対等という関係に心がけ、新たな公共空間を担うパートナーとして

意識を持つこと。 

  ■目標共有の原則 

   地域のまちづくり目標が達成できるようお互いが目標を共有すること。 

  ■自主性・自立性の原則 

    自己決定・自己責任の活動を理解・尊重し、自立化を進めること。 

 

２ 住民の役割 

 住民一人ひとりが地域社会に関心を持ち、自分たちのまちを守り育てるためには、

次のような役割と自覚が求められます。 
 
■住民自治の観点に立ち、自治意識を高めること。 
■地域社会に関心を持ち、積極的に地域活動に参加すること。 
■自治会活動を活発化させるため、隣近所との普段の付き合いを深め、挨拶や会

話を日常的に交わし良好な関係を築くこと。 
■住民は行政施策等への関心を持つこと。 
■自らが地域の課題解決に向け、協力しあう意識を持つこと。 
■自らが行政の活動やまちの将来について関心を持つこと。 

 

３ 行政の役割 

 住民が活動しやすい環境づくりや住民の自治力を高めるためには、次のような役割

を求めます。 
 
■行政情報の提供や公開を効率的、効果的に行い、住民との情報の共有化を図る

こと。 
 ■住民と行政の協働を図り、住民サービスの低下を招かないよう、業務運営に努

めること。 
 ■住民の自治力を高めるため、人材の育成・発掘及び派遣等を行うこと。 
■医療、福祉の充実で健康で生きがいが持てる暮らしの環境整備を図ること。 
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  ■住民との対話づくりなど、住民参加の環境整備を図ること。 
  ■住民のパートナーとして信頼を得るよう市職員の意識改革を図ること。 
 
■市職員の意識改革 

住民との協働を推進するためには、「公共」は住民との協働の上で成り立っている

という意識を市職員一人ひとりが持たなければなりません。 
さらに、住民の自治意識を尊重し、住民との協働を通じて自己の意識改革に努め、

社会的・地域的課題を敏感に捉える力を磨き、まちづくりの調整能力を一層高めるべ

きです。 

 

 

４ 住民と行政の協働 

協働のまちづくりを推進するパートナーとして、住民と行政がそれぞれ役割を認め

合い、地域活動の活性化を図っていくためには、次のことに留意しなければなりませ

ん。 
 
■住民と行政が対等のパートナーとして連携・強化を図っていくこと。 
■自主性・自立性を確保すること。 
■お互いの立場、役割、自主性を認識しあうこと。 
■お互いの得意分野を発揮して取り組むこと。 
■信頼関係を構築すること。 

 
【協働のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【行 政】 
・公平・中立性 
・効率的な行政運
営 

協 働 

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 

【地 域】 
・相互扶助による
まちづくり 

・地域公益活動 
 の実施 
  

 
     

【NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体,企業等】 

・地域活動への社会的理解

や参加の促進 
・公益活動への参画 

参
加 

参加 参加 

※この図は、協働のイメージを

示したもので、それぞれの円が

どのように関わっていくかに

よって、重なり合う「協働＝パ

ートナーシップ」の部分が変化

していきます。 
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第４章 住民自治を目指す仕組みづくり                

 第２章で述べた、コミュニティの現状と課題に対応するためには、より広い範囲で

の住民自治組織を作っていかなければならないことから、次の要点を示していきま

す。 
 
１ 仕組みづくり 

（１）新たな住民自治組織の構成 

 地域の中で知らないもの同士が結びつくきっかけとして、PTA、子ども会、妊産婦
教室等、子どもを通じて知り合う機会が多く見られます。 
 したがって、新たな住民自治組織は、子どもたちを通じての連帯がもっともスムー

ズであることから、小学校区を基礎単位とします。 
 実際、身近な問題である、交通安全運動や青少年健全育成等の施策については、小

学校区を中心にして連携も進められています。 
ただし、新たな住民自治組織の構成は、異なった地域の環境特性や歴史、文化等の

実情も考慮しながら、我々、地域住民自らも判断していかなければなりません。 
 
八代市においては、次のような組織構成も考えられます。 
・旧小学校区による単位 
・いくつかの小学校区を束ねた単位 

 
（２）組織の形態例 

 新たな住民自治組織は、様々な形態があると考えられますが、代表的なものとして、

「部会型」と「並列型」の２つを示します。 
 
■部会型：地域活動ごとに部会を組織 

地域に必要な業務に対応するため「部会」を設置することによって、様々な事柄に

柔軟に対応できます。 
 
 
 
 
 
 
 
      ･･･････ 
 
 

○○地域協議会（仮） 

単
位
自
治
会 

単
位
自
治
会 

防
犯
防
災
部
会 

総
務
部
会 

単
位
自
治
会 

福
祉
部
会 

体
育
部
会 

環
境
部
会 

文
化
部
会 

女
性
部
会 

○
○
部
会 
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■並列型：各種地域活動団体等を束ねた組織 

地域で現在活動している団体の自主性を活かすことができます。 

 
 
 
 
 
 
 
           ･･･････ 
 
 
 
 
 
 
 それぞれの自治会では、多種多様な活動を行っています。 
新たな住民自治組織は、自治会との役割分担を明確にしながらも、広域的な観点か

ら組織の形態を考えていかなければなりません。 
 
 
 
（３）拠点施設づくり 

 地域で公益活動を行うためには、新たな住民自治組織が、いつでも自由に使用でき

る身近な活動の場が必要となります。そのため、新たな住民自治組織が自主的に活動

できる施設を確保していかなければなりません。 
八代市には住民の生涯学習や健康増進等に寄与することを目的として、概ね小学校

区単位に公民館等施設があります。この公民館等施設における学習拠点機能を高めつ

つも、地域住民による主体的な活動の活性化を図るため、地域住民が使用しやすいよ

うな施設への移行が必要です。 
地域のまちづくりを進めていくために、その活動基盤を強化していかなければなり

ません。そのためには、新たな住民自治組織が主体となって、これらの拠点施設を管

理運営していくことが必要です。 
なお、地域によっては、公民館等施設に限定することなく、商店街の空き店舗や学

校の空き教室、さらに各種公共施設なども対象として考える必要があります。 

○○地域協議会（仮） 

単
位
自
治
会 

単
位
自
治
会 

防
災
組
合 

校
区
体
育
協
会 

単
位
自
治
会 

校
区
地
区
社
協 

校
区
婦
人
会 

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会 

子
供
会 

交
通
安
全
協
議
会 

ゴ
ミ
減
量
協
議
会 
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（４）パートナーシップ協定について 

 第３章で述べたように、住民と行政が協働によるまちづくりを目指していくには、

それぞれ果たすべき役割と責任を自覚し、相互に補完し、協力しあう関係が重要です。 
行政と協働による事業を展開していくには、行政から協働事業として、単に委託さ

れたものを受けて、取り組んでいくのではなく、お互いが協議しながら文書化してい

くことが必要です。文書化して約束を結ぶことによって、お互いの責任範囲と役割分

担が明確となります。 

これにより、私たち住民と共に行政の意識も高まることが期待できます。 

 

 

【行政との関係】 

 

 

 

パートナーシップ協定 
新たな
住民自
治組織 

住民自治組織

の役割と責務

を文書化 

 
行 政 

 
行 政 

・下請け 

・上意下達 

つ 

各種地

域組織･

団体等 

これまで これからは 

市の役割と責

務を文書化 



 13 

２ まちづくり実現のための行政支援策 
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資料：自治会活動に関するアンケート調査（平成 18年 3月回答率 80% 複数回答） 
 

（１）わかりやすい情報の公開と共有 

住民と行政が対等なパートナーとして協働を推進していくためには、住民と行政と

の信頼関係を構築していくことが重要です。そのためには、行政側が住民へ積極的に

情報を提供し、同時に住民側も自由に情報発信し、情報の共有化を図っていくことが

必要です。 
そもそも市役所は、地域情報の宝庫であり、その情報は、八代市民のものであって、

行政だけのものではありません。個人のプライバシー、人権侵害などに及ぶもの以外

は、住民と共有できる情報という考え方に立つべきです。 

八代市のポータルサイト「ごろっとやっちろ」では、行政が住民と情報を共有化し、

その情報を活かしながら共に考え共に行動していくことができます。 
しかし、電子機器の知識や操作能力等を十分持っている人が多くないため、年齢、

地域に関係なく行政と情報の共有化ができるような学習環境の整備を望みます。さら

に、住民自治活動を活発化させるため、関連する情報の収集と共に行政からの活動事

例等の情報や資料の提供が必要です。 
 
（２）住民自治を広げる担い手の育成 

住民自治及び協働によるまちづくりの活発化には、まちづくりリーダーなど組織を

担う人材の育成と確保が重要です。 
まちづくりの啓発やリーダー養成、組織運営のマネジメント研修、コミュニティ・

ビジネス、地域通貨等、必要な知識や技術を身につける機会を創出するなどの支援が

必要です。 
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（３）住民と行政による協働に関する条例制定について 

 住民と行政による協働のまちづくりについてルール化し、その仕組みや方法を明確

にしていく必要があります。 
そのため、パートナーシップの目標や理念、基本方針、対等性の保障、住民活動の

推進など、パートナーシップの基本を定める条例の制定に取り組まれることを望みま

す。 
 また、条例の制定には、住民の代表である議会を通じて意思決定を行うことから、

市民協働を進めるにあたり、これからは住民・議会・行政のより一層の連携強化を図

っていくことも考えなければなりません。 

さらに議会は、地域住民との相互補完を通じて、政策づくり、いわゆる条例制定に

取り組むことも十分に考えられます。 

 

（４）財政的支援 

新たな住民自治組織を確立するには、活動資金の確保が極めて重要です。 
そこで、行政は新たな住民自治組織が自己決定、自己責任のもとで行う公益活動を

理解・尊重し、総合的な活動展開ができるような支援制度を検討する必要があります。 
できる限り地域の公益活動を地域で考え実施していくことができるよう行政は、新

たな住民自治組織に活動経費の一部（実費弁償程度）を助成することを望みます。 
 ただし、財政支援は公金である以上、新たな住民自治組織は、以下の点を留意しな

ければなりません。 
 
◆公益性が高くなければならない。 
◆補助金等に関し、事業計画から実施報告及び予算、決算の執行が計画どおりに執行

されるとともに市の交付規則等に沿って事務処理を行わなければならない。 
◆地域住民の公益活動への参加を進めなければならない。 
◆行政支援の既得権化にならないようにしなければならない。 
◆行政支援の内容を公開し、透明性を確保しなければならない。 
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推進に向けて                           

 行政の取組みに対して、さまざまな考えを持っている住民が、これから築き上げて

行く協働について、理解、尊重し真剣に取り組んでいくためには、多くの議論と時間

が必要となります。 

協働を住民と行政が共に築き上げて行くためには、お互いの信頼関係の構築が必要

不可欠となります。互いに信頼しあえるよう、行政は常日頃から、住民との良好な対

話や情報共有を心がけることが重要です。 

  

行政には、先ずその手始めとして、住民と行政の協働に関する住民説明会や広報紙

等での啓発を行い、「住民自治」或いは、「協働のまちづくり」とは何かということ

が、すべての住民に分かりやすく理解されるような取組みが行われることを期待する

ところです。 

その取組みによって、私たち住民は地域が安心・安全で快適に暮らしやすくするに

はどうすればよいかを考え、また行動を起こすきっかけに繋がります。さらに暮らし

やすい地域を築くのに、どうしても地域住民でできない課題については、行政と力を

合わせてその解決を図っていくという「補完性の原則」が大事であるということに気

付くことができると私たちは考えます。 

 

 上記を踏まえ、新たな住民自治組織の立ち上げを考えていくには、八代市の最小の

コミュニティ組織である自治会が大きな役割を担うことが考えられますが、自治会以

外の各種市民活動団体とも十分な連携を図り、若者も参加できるような環境の中で組

織づくりが行われることを望みます。 

 

行政の支援策については、行政の意図もあるかと思いますが、行政支援を望む地域

住民の声は多く、今後どのように進んでいくのか期待するところでもあり、私たち住

民には見えにくい部分もあるため、検討経過をそれぞれの地域審議会へ提示していた

だきたいと思います。 

 

さらに、住民と行政の協働を進めるにあたり、やはり大切なのは市長の考え方と行

政職員の意識の高揚が重要になると思います。前例にとらわれることなく、チャレン

ジ精神をもって取り組んでいただくことを強く望みます。 

 

最後に、これからの八代市の発展を考えるとき、住民一人ひとりが、「協働による

まちづくり」の意義を理解し、自ら考え、積極的に行動し、責任を持ってまちづくり

を進めていく日がそう遠くないことを期待します。 
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参考資料                              

用語解説（五十音順） 

 

新しい公共 

行政が単独で行ってきた従来の「公共」や「公益」ではなく、個人、ボランティア

団体等、企業及び行政が協働で創り出し、共に担う公共をいう。 

ＮＰＯ 

「（民間）非営利組織（Non Profit Organization）」と訳し、営利を主の目的とせ

ず、社会的な使命の実現を目指し、公益的な活動を継続的に行う民間の組織及び団体

をいう。 

協 働 

主体同士が相互の信頼と理解に立って、共通する一つの目標に向かって協力してい

くことをいう。 

公益活動 

 公益とは不特定多数のものの利益を言い、これまで行政が担うものと考えられてい

た。しかし、急激な社会環境の変化や自治体財政の悪化などを背景に加え、行政だけ

では公益を担えきれない部分をボランティアやＮＰＯなどによって公益活動を行う

事例が生まれている。 

コミュニティ 

一定の地域に居住し、共通の感情を持つ人の集団をいう。 

コミュニティ・ビジネス 

 コミュニティ・ビジネスは、地域コミュニティで眠っていた「労働力・原材料・ノ

ウハウ・技術等」の資源を生かし、地域住民が主体となって自発的に地域の問題に取

り組み、やがてビジネスとして成立させていく、コミュニティの元気づくりを目的と

した事業活動をいう。 
システム 

体系・系統、組織や制度のこと。 

住 民 

八代市に在住・在勤・在学する個人、市民活動団体（NPO 法人を含む）、自治会及び

企業をいう。 

住民自治 

地方における政治、行政をその地方の住民又はその代表者の意思に基づいて行うこ

とをいう。 

団塊の世代 

概ね 1947 年（昭和 22年）から 1949 年（昭和 24年）までの 3年間に生まれた人た

ちを指す。この 3年間の出生数は約 806 万人といわれており、2000 年（平成 12 年）

から 2002 年（平成 14年）の出生数、約 352 万人の 2.3 倍となる。 



 17 

 

地域通貨 

 地域通貨とは、互いに助けられ支え合うサービスや行為を、時間や点数、地域やグ

ループ独自の紙券などに置き換え、これを「通貨」としてサービスやモノと交換して

循環させるシステムのことをいう。 

パートナー 

 公益事業を共同でする相手。事業等の共同経営者をいう。 

パートナーシップ 

協働と同義語。複数のものが対等の立場で、共通する目的のために協働する関係を

いう。 

ボランティア 

 もともと「志願者」「有志者」という意味を持ち、無報酬での活動を指すことが多

いが、有償の場合もある。 

ボランティア活動を「自発的におこなう社会活動、地域活動」ととらえ、様々な分

野で多くの人が活動をしている。誰もが、自分でできることを自分の意志で周囲と協

力しながら活動することをいう。 
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八代市住民自治推進検討委員会検討経過 

  

 

検討会議名 開 催 日 検討内容等 

第 1回 
住民自治推進検討委員会 2月 17日 ○住民と行政の連携について 

○住民と行政の連携方策について 

自治会活動に関するアン

ケート調査 
2月 24日～ 

3月 10日 
○八代市町内会長 383名 
○回答率 80％ 

第 2回 
住民自治推進検討委員会 3月 31日 ○住民と行政の連携方策について 

第 3回 
住民自治推進検討委員会 4月 28日 ○住民と行政の連携方策について 

○住民自治組織の活性化策について 

第 4回 
住民自治推進検討委員会 5月 19日 ○住民自治組織の活性化策について 

第 5回 
住民自治推進検討委員会 6月 30日  ○行政の支援策について 

第 6回 
住民自治推進検討委員会 7月 21日 ○中間報告取りまとめ 

第 3回地域審議会 9月 26日～ 
10月 6日 ○中間報告 

第 7回 
住民自治推進検討委員会 10月 27日 ○「住民自治推進」の提言について 

 （最終報告に向けた協議） 

第 8回 
住民自治推進検討委員会 11月 21日 ○「住民自治推進」の提言について 

 （最終報告取りまとめ） 
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地域審議会の設置に関する事項 

 
（設 置） 
第 1条 市町村の合併の特例に関する法律第 5条の４第 1項の規定に基づく地域審議
会（以下「審議会」という。）を、合併前の八代市、八代郡坂本村、同郡千丁町、

同郡鏡町、同郡東陽村及び同郡泉村の６市町村の区域ごとに設置する。 
（設置期間） 
第 2条 審議会の設置期間は、合併の日から平成 28年 3月 31日までとする。 
（所掌事務） 
第 3条 審議会は、当該区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審
議し、答申するものとする。 
（１）新市建設計画の変更に関する事項 
（２）新市建設計画の進捗状況に関する事項 
（３）新市の基本構想の作成及び変更に関する事項 
（４）地域振興のための基金の活用に関する事項 
（５）その他、市長が必要と認める事項 
２ 審議会は、当該区域に係る次に掲げる事項について、市長に意見を述べることが

できる。なお、市長は、審議会から出された意見については、できるだけ尊重する

ものとする。 
 （１）新市建設計画の執行状況に関する事項 
（２）住民自治に関する事項 
（３）情報提供に関する事項 
（４）その他、審議会が必要と認める事項 
（組 織） 
第 4条 審議会は、委員 25名以内をもって組織する。 
２ 委員は、設置区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、市長

が任命する。 
 （１）住民自治代表 
（２）農林水産業団体、商工団体に属する者 
（３）青年・女性・高齢者の団体に属する者 
（４）教育に関係する者 
（５）社会福祉に関係する者 
（６）消防・防災に関係する者 
（７）ボランティア活動に関係する者 
（８）学識経験を有する者 
（９）その他、市長が認める者 
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３ 審議会は、必要に応じて下部組織を置くことができ、その所掌事務については、

別に定める。 
（任期及び失職） 
第 5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 
２ 設置区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。 
３ 欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（会長及び副会長） 
第 6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 
（会 議） 
第 7条 審議会は、会長が招集する。 
２ 審議会は、毎年度、開催するものとする。また、委員の４分の１以上の者から審

議を求める事項を示して請求があったときは、開催しなければならない。 
３ 審議会は、委員の２分の１以上の出席がなければ、開くことはできない。 
４ 審議会の議長は、会長が務めるものとする。 
５ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させ、意見を求めるこ

とができる。 
６ 審議会は原則公開とする。 
（庶 務） 
第 8条 当該審議会の庶務は、地域振興を担当する課において処理する。 
 
（雑 則） 
この規定に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
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八代市住民自治推進検討委員会設置要領 

 
（設置） 
第１条 住民自治によるまちづくりに向けての具体的方策及び住民と行政の連携等

について、協議及び検討を行うため、八代市住民自治推進検討委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 
（１）住民と行政の連携に関する事項 
（２）住民自治のための行政支援に関する事項 
（３）その他住民自治の推進に関し必要な事項 
（構成） 
第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
（１）地域審議会委員 
（２）学識経験者 
（委員長等） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 
（会議） 
第５条 委員会は、必要に応じ委員長が招集しその議長となる。 
２ 委員会の会議（以下「会議」という。）は原則として公開するものとする。 
３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意

見等を求めることができる。 
（報告） 
第６条 委員長は、委員会での検討経過及び結果について、各地域審議会に報告しな

ければならない。 
（任期） 
第７条 委員の任期は、平成１８年１２月３１日までとする。 
（庶務） 
第８条 委員会の庶務は、企画振興部地域振興課において処理する。 
（その他） 
第９条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 
附  則 
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この要領は、総合調整室長専決の日から施行する。 
  附  則 
この要領は、平成 18年 4月 1日より施行する。 
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